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身元保証問題とは序章

本書は、高齢者が人生を全うするにあたって発生する「身元保証

問題」をテーマにしている。雇用に伴う身元保証（身元保証に関す

る法律に基づく）とは異なり、高齢期に発生する身元保証の需要に

は、法的な裏付けや明確な定義がない。範囲や定義が定まっていな

いことが一番の問題といえるが、読者の混乱を防ぐためにできるだ

け整理をしておきたい。

狭義の身元保証問題

医療機関への入院、介護施設等への入所にあたり、本人以外の「身

元保証人（身元引受人）」等の名称で第三者の署名が求められる慣

習がある。身元保証人としては主に親族が想定されている。配偶者

では不可という条件が付いていることも多く、この身元保証人を依

頼できる親族がいない場合、入院や入所を断られることがある。長

寿化や家族関係の希薄化によって、身元保証人を依頼できる人がい

ない高齢者はこれからも増加することが見込まれている。本章の１

において詳しく述べる。

広義の身元保証問題＝個・孤のライフ・エンディング問題

入院や入所といった、重大な場面において身元保証人がいないと

いう問題は深刻である。では入院や入所に際して、身元保証人を求

める慣習がなくなれば問題が解決するのかというと、そうではない。

本章の２で詳しく述べるが、高齢期において、身元保証人を頼める
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序章  身元保証問題とは

ような身近な支援者（イメージされるのは主に子世代）がいない場

合に生じうる困難は、より広範である。これはいわゆる「老後の面

倒を見る人がいない」状態である。医療や介護が必要になった時、

亡くなる時、亡くなった時に生じる様々な問題を解決するにあたっ

て、高齢者を支援したり、時には代わりに解決するのが「老後の面

倒を見る」ことといえるが、そのような存在がいないと、生活の質

や死の質を保つことはかなり難しい。このような伴走的支援を当然

のこととして提供する人を得ることは今や誰にとっても簡単ではな

い。長寿化によって「老後」が延長していく中、配偶者や子であっ

ても誰かに伴走し続けるのは困難だからである。その根本には私た

ちのライフスタイルの多様化がある。家族や地域や慣習にとらわれ

ることなく人生の選択肢を選びとれることは「個」としての幸福の

追求につながっている。一方で、それは助力が必要な時に頼る人が

おらず「孤」の状態に陥ることと表裏一体でもある。

この問題については、すでに「おひとりさま問題」「身寄り問題」

「周没期問題」「エンディング期問題」などの言葉で注目されつつあ

るが、明確な定義は未だ存在していない。本書では、これを誰もが

「個」として生きて亡くなることが可能になった、いい換えればそ

れが求められるようになった時代における「個・孤のライフ・エン

ディング問題」と呼ぶ。

身元保証等高齢者サポート事業

家族や親族に身元保証人を依頼できない人、依頼したくない人に

対して、有償でサポートを提供する事業である。サービス内容は狭

義の身元保証問題（身元保証人になってくれる人がいない）、広義
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1　狭義の身元保証問題

の身元保証問題（老後の面倒を見る人がいない）の双方を解決する

ためのものであることが多い。監督官庁がないことや、大手の事業

者が倒産したことなどから、利用すべきでないという意見もあるが、

今後の需要増加が見込まれる事業であり、健全な育成が望まれる。

この事業については第１章で詳しく述べる。

狭義の身元保証問題1
身元保証人が必要とされるのは、入院する時と、新しい住まいに

移る時が多い。それぞれの場面で何が期待されているか、改めて概

観する。

入院場面での役割

2017 年に全国の医療機関を対象に行われた調査 1 では、身元保

証人の役割や身元保証人が得られない場合の対応が明らかになって

いる。調査時点では 65％の医療機関が入院時に身元保証人を求め

ており、身元保証人が得られない時は入院を認めないと答えた医療

機関は 8.2% あった。

医療機関が身元保証に求めている役割としては、入院費の支払が

87.8% と最も高く、次いで緊急の連絡先、債務の保証と続いている。

しかしそれ以外にも本人の身柄引き取り、医療行為の同意、遺体・

遺品の引き取り、入院診療計画書の同意は半数またはそれ以上の医

療機関が求めている。

1） 山縣然太朗ほか「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役
割等の実態把握に関する研究」（厚生労働省、2018年）
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